
（平成28年12月末現在，単位：人）

総数 割合 対前年増減数 総数 全国順位 割合 対前年増減数

教 授 7,463 0.31% △ 188 170 13 0.29% △ 12

芸 術 438 0.02% 5 -       -       -       △ 1

宗 教 4,428 0.19% 31 68 14 0.12% 3

報 道 246 0.01% 15 -       -       -       0

高 度 専 門 職 計 3,739 0.16% 2,231 113 6 0.19% 74

高度専門職１号イ 731 0.03% 434 88 2 0.15% 54

高度専門職１号ロ 2813 0.12% 1,669 24 10 0.04% 19

高度専門職１号ハ 132 0.01% 81 -       -       -       0

高度専門職２号 63 0.00% 47 1       9 0.002% 1

経 営 ・ 管 理 21,877 0.92% 3,768 554 8 0.95% 91

法 律 ・ 会 計 業 務 148 0.01% 6 -       -       -       0

医 療 1,342 0.06% 327 8 21 0.01% 5

研 究 1,609 0.07% △ 35 374 1 0.64% △ 14

教 育 11,159 0.47% 489 360 8 0.62% 34

技術・人文知識・国際業務 161,124 6.76% 23,418 2,128 12 3.66% 325

企 業 内 転 勤 15,772 0.66% 307 324 9 0.56% 31

興 行 2,187 0.09% 318 78 8 0.13% 54

技 能 39,756 1.67% 2,554 866 10 1.49% 75

技 能 実 習 計 228,588 9.59% 35,933 11,510 3 19.78% 1,302

技能実習１号イ 4,943 0.21% 128 78 22 0.13% 12

技能実習１号ロ 97,642 4.10% 10,572 5,051 2 8.68% 246

技能実習２号イ 3,207 0.13% 523 17 28 0.03% 4

技能実習２号ロ 122,796 5.15% 24,710 6,364 3 10.94% 1,040

文 化 活 動 2,704 0.11% 122 143 5 0.25% 7

留 学 277,331 11.64% 30,652 4,382 11 7.53% 521

研 修 1,379 0.06% △ 142 62 7 0.11% △ 25

家 族 滞 在 149,303 6.27% 15,714 3,229 9 5.55% 388

特 定 活 動 47,039 1.97% 9,864 1,847 10 3.17% 560

永 住 者 727,111 30.51% 26,611 18,498 10 31.79% 546

日 本 人 の 配 偶 者 等 139,327 5.85% △ 1,022 4,104 9 7.05% △ 126

永 住 者 の 配 偶 者 等 30,972 1.30% 2,033 769 10 1.32% 59

定 住 者 168,830 7.09% 7,298 6,223 11 10.70% 270

特 別 永 住 者 338,950 14.22% △ 9,676 2,372 19 4.08% △ 80

合　　計 2,382,822 100% 150,633 58,182 -       100% 4,087

在留資格

在留資格別在留外国人数（法務省「在留外国人統計」）

全国 茨城県



出所：入国管理局ＨＰ／平成28年4月現在

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間

外交

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事
機関の構成員，条約若しくは国際慣行により外交使節と同様
の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属
する家族の構成員としての活動

外国政府の大使，公使，総領
事，代表団構成員等及びそ
の家族

外交活動の期間

公用
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従
事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員とし
ての活動（この表の外交の項に掲げる活動を除く。）

外国政府の大使館・領事館の
職員，国際機関等から公の用
務で派遣される者等及びその
家族

５年，３年，１年，３月，３
０日又は１５日

教授
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校にお
いて研究，研究の指導又は教育をする活動

大学教授等 ５年，３年，１年又は３月

芸術
収入を伴う音楽，美術，文学その他の芸術上の活動（この表の
興行の項に掲げる活動を除く。）

作曲家，画家，著述家等 ５年，３年，１年又は３月

宗教
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教そ
の他の宗教上の活動

外国の宗教団体から派遣され
る宣教師等

５年，３年，１年又は３月

報道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上
の活動

外国の報道機関の記者，カメ
ラマン

５年，３年，１年又は３月

１号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基
準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当す
る活動であって，我が国の学術研究又は経済の発展に寄与す
ることが見込まれるもの

1. イ　法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基
づいて研究，研究の指導若しくは教育をする活動又は当該
活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは
当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研
究，研究の指導若しくは教育をする活動
2. ロ　法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基
づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若し
くは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せ
て当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
3. ハ　法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿
易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従
事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業
を自ら経営する活動

２号
１号に掲げる活動を行った者であって，その在留が我が国の利
益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが
行う次に掲げる活動

1. イ　本邦の公私の機関との契約に基づいて研究，研究の
指導又は教育をする活動
2. ロ　本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は
人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従
事する活動
3. ハ　本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経
営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
4. ニ　２号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの
表の教授，芸術，宗教，報道，法律・会計業務，医療，教
育，技術・人文知識・国際業務，興行，技能の項に掲げる活
動（２号のイからハまでのいずれかに該当する活動を除く。）

経営・管理

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業
の管理に従事する活動（この表の法律・会計業務の項に掲げ
る資格を有しなければ法律上行うことができないこととされてい
る事業の経営又は管理に従事する活動を除く。）

企業等の経営者・管理者
５年，３年，１年，４月又
は３月

法律・会計
業務

外国法事務弁護士，外国公認会計士その他法律上資格を有
する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事
する活動

弁護士，公認会計士等 ５年，３年，１年又は３月

医療
医師，歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされ
ている医療に係る業務に従事する活動

医師，歯科医師，看護師 ５年，３年，１年又は３月

研究
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事
する活動（この表の教授の項に掲げる活動を除く。）

政府関係機関や私企業等の
研究者

５年，３年，１年又は３月

教育

本邦の小学校，中学校，義務教育学校，高等学校，中等教育
学校，特別支援学校，専修学校又は各種学校若しくは設備及
び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その
他の教育をする活動

中学校・高等学校等の語学教
師等

５年，３年，１年又は３月

技術・人文
知識・国際
業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学，工学その他
の自然科学の分野若しくは法律学，経済学，社会学 その他の
人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする
業務に従事する活動（この表の 教授，芸術，報道，経営・管
理，法律・会計業務，医療，研究，教育，企業内転勤，興行の
項に掲げる活動を除く。）

機械工学等の技術者，通訳，
デザイナー，私企業の語学教
師，マーケティング業務従事
者等

５年，３年，１年又は３月

＜参考＞在留資格一覧表

高度専門職 ポイント制による高度人材
１号は５年，２号は無期
限



在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間

企業内転勤

本邦に本店，支店その他の事業所のある公私の機関の外国に
ある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤し
て当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業
務の項に掲げる活動

外国の事業所からの転勤者 ５年，３年，１年又は３月

興行
演劇，演芸，演奏，スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他
の芸能活動（この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。）

俳優，歌手，ダンサー，プロス
ポーツ選手等

３年，１年，６月，３月又
は１５日

技能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分
野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

外国料理の調理師，スポーツ
指導者，航空機の操縦者,貴
金属等の加工職人等

５年，３年，１年又は３月

１号
1. イ　本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本
邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する
外国の公私の機関の外国にある事業所の職員が これらの
本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本
邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする
活動（これらの職員がこれらの本邦の 公私の機関の本邦に
ある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の
修得をする活動を含む。）
2. ロ　法務省令で定める要件に適合する営利を目的としな
い団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体
の策定した計画に基づき，当該団体の責任及び監理の下に
本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業
務に従事して行う技能等の修得をする活動

２号
1. イ　１号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者
が，当該技能等に習熟するため，法務大臣が指定する本邦
の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において
当該技能等を要する業務に従事する活動
2. ロ　１号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者
が，当該技能等に習熟するため，法務大臣が指定する本邦
の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関 において
当該技能等を要する業務に従事する活動（法務省令で定め
る要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理
の下に当該業務に従事するものに限る。）

文化活動

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有
の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専
門家の指導を受けてこれを修得する活動（この表の留学，研修
の項に掲げる活動を除く。）

日本文化の研究者等 ３年，１年，６月又は３月

短期滞在
本邦に短期間滞在して行う観光，保養，スポ―ツ，親族の訪
問，見学，講習又は会合への参加，業務連絡その他これらに
類似する活動

観光客，会議参加者等
９０日若しくは３０日又は
１５日以内の日を単位と
する期間

留学

本邦の大学，高等専門学校，高等学校（中等教育学校の後期
課程を含む。）若しくは特別支援学校の高等部，中学校（義務
教育学校の後期過程及び中等教育学校の前期課程を含む。）
若しくは特別支援学校の中学部，小学校（義務教育学校の前
期過程を含む。）若しくは特別支援学校の小学部，専修学校
若しくは各種学校又は設備及び編制 に関してこれらに準ずる
機関において教育を受ける活動

大学，短期大学，高等専門学
校，高等学校，中学校及び小
学校等の学生・生徒

４年３月，４年，３年３
月，３年，２年３月，２
年，１年３月，１年，６月
又は３月

研修
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得を
する活動（この表の技能実習１号，留学の項に掲げる活動を除
く。）

研修生 １年，６月又は３月

家族滞在

この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する
者（技能実習を除く。）又はこの表の留学の在留資格をもって
在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な
活動

在留外国人が扶養する配偶
者・子

５年，４年３月，４年，３
年３月，３年，２年３月，
２年，１年３月，１年，６
月又は３月

特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

外交官等の家事使用人，ワー
キング・ホリデー，経済連携協
定に基づく外国人看護師・介
護福祉士候補者等

５年，３年，１年，６月，３
月又は法務大臣が個々
に指定する期間（５年を
超えない範囲）

永住者 法務大臣が永住を認める者
法務大臣から永住の許可を
受けた者（入管特例法の「特
別永住者」を除く。）

無期限

日本人の配
偶者等

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生
した者

日本人の配偶者・子・特別養
子

５年，３年，１年又は６月

永住者の配
偶者等

永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその
後引き続き本邦に在留している者

永住者・特別永住者の配偶者
及び本邦で出生し引き続き在
留している子

５年，３年，１年又は６月

定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居
住を認める者

第三国定住難民，日系３世，
中国残留邦人等

５年，３年，１年，６月又
は法務大臣が個々に指
定する期間（５年を超え
ない範囲）

技能実習 技能実習生
１年，６月又は法務大臣
が個々に指定する期間
（１年を超えない範囲）


